
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 事前確定届出給与と異なる額を支給した場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：役員給与について、事前確定届出給与

の届出をしていますが、業績が芳しくないの

で、社長だけ記載額より減額して支給しまし

た。この場合、どのような取扱いになります

か？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：社長以外の役員給与は、損金算入する

ことができます。 

【解説】  

事前確定届出給与とは、役員の職務につき、

株主総会、社員総会その他これらに準ずるも

のの決議により定められたもので、次の要件

を満たすものをいいます。 

①職務の執行の開始の日から１月を経過する

日までにされる決議による定めであること 

②役員の職務につき所定の時期に確定額を支

給する旨の定めであること 

③決議の日から１月を経過する日までに、そ

の職務につきその役員に生ずる債権の額に相

当する特定譲渡制限付株式又は特定新株予約

権を交付する旨の定めであること 

この定めに基づく所定の時期に確定した額

を支給する事前確定届出給与は、損金算入す

ることができるのですが、この規定は、個々の

役員に係る給与について規定しているもので

すから、届出どおりの給与を支給しなかった

役員がいたとしても、すべての役員給与に影

響を及ぼすというものではありません。 

したがって、社長に対して記載額と異なる

金額の給与を支給したとしても、社長以外の

役員に対する給与が届出どおりであれば、損

金不算入になることはありません。   
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